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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　循環する液体透過性の濾布と、プロセスの流れ方向に沿って順次配置された手段として
、前記濾布に固液混合物を供給する手段と、前記濾布の上方における圧力が前記濾布の下
方における圧力よりも高くなるように圧力差を発生させる手段と、前記濾布上の前記固液
混合物に液体を供給する手段と、濾液を集める手段と、前記濾布の上方に配置されて前記
固液混合物を乾燥する手段とを備えた、固液混合物の濾過洗浄乾燥装置において、前記乾
燥する手段がプロセスの流れ方向に沿って配置された同一タイプの複数の放射線源で構成
され、前記濾布上の固液混合物と前記複数の放射線源との間において、相異なる黒度を有
する複数の板状体をプロセスの流れ方向に沿って配列することによって、前記放射線源か
らの放射線の波長がプロセスの流れ方向に沿って増大させられていることを特徴とする固
液混合物の濾過洗浄乾燥装置。
【請求項２】
　前記波長が赤外線範囲に存在することを特徴とする請求項１に記載の、固液混合物の濾
過洗浄乾燥装置。
【請求項３】
　適用される波長が、濾過すべき物に応じて選択されることを特徴とする請求項１に記載
の、固液混合物の濾過洗浄乾燥装置。
【請求項４】
　前記濾布の上方側から下方側に向けられた熱風流を発生する手段を備えたことを特徴と
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する請求項１乃至３のいずれかに記載の、固液混合物の濾過洗浄乾燥装置。
【請求項５】
　前記放射線源が赤外線放射器であることを特徴とする請求項１に記載の、固液混合物の
濾過洗浄乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は固体液体混合物の濾過洗浄乾燥装置に関し、循環する、すなわちエンドレスの、
液体透過性の濾布と、プロセスの流れ方向に沿って順次配置された手段として、前記濾布
に固液混合物を供給する手段と、前記濾布の上方における圧力が前記濾布の下方における
圧力よりも高くなるように圧力差を発生させる手段と、前記濾布上の前記混合物に液体を
供給する手段と、濾液を集める手段と、前記濾布の上方に配置され前記混合物を乾燥する
手段とを備えたものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような装置は米国特許第４０３８１９３号によって公知である。このような連続的に
動作する装置においては、３つのプロセス、即ち、濾過、洗浄及び乾燥は、これらすべて
が１つの流れで行われる。固液混合物を供給する手段により、濾布には前記混合物の一様
な層が供給される。ろ液は前記圧力差により分離されて集められる。液体が、これを加え
る手段により前記混合物に供給される。前記濾布の下方における圧力が低いが故に、液体
は混合物の層を通して分離されて濾液として集められる。最後に、残った固液混合物は、
全質量に対する固形物の量を増大させるために加熱により乾燥される。乾燥された混合物
は濾布上に残る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、この乾燥プロセスを最適化することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明において、この課題は、前記乾燥する手段が放射線源で構成され、該放射線源から
の放射線の波長がプロセスの流れ方向に沿って変化させられていることにより解決される
。
【０００５】
相異なる波長を選択して赤外線放射を行うと、乾燥プロセスが著しく改良されることが判
明した。特に、濾過、洗浄及び乾燥をすべき固液混合物が濾布上に均等な層として配置さ
れるという本タイプの装置の場合、放射線による熱の供給が、乾燥には極めて適している
。好ましくは、前記波長がプロセスの流れ方向に沿って増大して乾燥プロセスの初めには
放射が短い波長で行われ、続く過程には長い波長が用いられる如くすることである。相異
なる波長による放射は簡単な方法で得ることができる。即ち、本発明により、前記放射線
源が赤外線放射器と、放射線経路内に配置されてそれぞれ相異なる黒度（degrees of bla
ckening)、すなわち輻射能を有する複数の板状体とで構成される。この相異なる黒度の結
果として、これらの板状体は該黒度に応じて異なる波長の赤外線を放射する。
【０００６】
【発明の実施の形態】
更に本発明を、実施形態の添付図面を参照して説明する。図１において、本装置１はエン
ドレスの循環濾布２を備えている。
【０００７】
矢印Ｐで示す、プロセスの流れ方向に沿って、濾過、洗浄及び乾燥すべき固液混合物を供
給する手段３がプロセスの初めの位置に対応して濾布の上方に配置されている。この供給
手段は、混合物が均等な層として濾布２上に供給されることを保証している。
【０００８】
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濾布２の下方には負圧を発生させる手段４が配置されている。この負圧、すなわち周囲圧
力より低い圧力により、液体は濾布２を通して吸出される。吸出された液体は貯留器５に
集められる。
【０００９】
前記混合物に液体を供給する手段６が濾布２の上方に配置されている。
【００１０】
プロセスの流れ方向に沿って見られるように、前記混合物を乾燥する手段７が、次に濾布
２の上方に配置されている。
【００１１】
本発明において、前記の乾燥する手段は複数の放射線源８を備えている。互いに相異なる
黒度を有する板状体９，１０，１１が放射線経路に配置されている。赤外線放射器として
同一タイプのものを使用しても、相異なる放射パタ－ン (radiation pattern)をプロセス
の流れ方向に沿って得ることができる。その理由は、前記板状体が相異なる黒度のもので
あるがゆえに、相異なる波長の放射線を放射するからである。
【００１２】
　図２の実施形態は、図１に示す本発明の実施形態に類似した参考例であって、赤外線源
１２，１３，１４が放射線源として採択されているという点において図１の実施形態と異
なる。放射線源１２，１３，１４が放射する放射線の波長は、例えば、放射線のタイプの
選択、又は、放射器の電源の変更により、図１の実施形態におけると同様に、ベルトの長
手方向に沿って異なる。
【００１３】
また、最適の波長は濾過すべき物に応じて選択される。
【００１４】
エンドレス濾過ベルトの上方には、濾布の上方から下方に向けられた熱風流を発生させる
手段１５が配置されている。この熱風流は液体の蒸気を強制的に除去してこの乾燥工程の
効率を高める。
【００１５】
【発明の効果】
　以上の記載から明らかなように、本発明においては、乾燥手段が放射線源で構成され、
該放射線源から放射される放射線の波長がプロセスの流れ方向に沿って変化させられてお
り、該波長は、濾過すべき物に応じて最適に選択できるので、実用上その効果は大なるも
のである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の、一部を破断して示す斜視図である。
【図２】　図１に示す本発明の実施形態に類似した参考形態の、一部を破断して示す斜視
図である。
【符号の説明】
１　固液混合物の濾過洗浄乾燥装置
２　濾布
３　混合物供給手段
４　負圧発生手段
５　貯留器
６　液体供給手段
７　乾燥手段
８　放射線源
９　板状体
１０　板状体
１１　板状体
１２　赤外線源
１３　赤外線源
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１４　赤外線源
１５　熱風流発生手段

【図１】 【図２】
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